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付表 

（１）2008（平成 20）年度から 2011（平成 23）年度における決算状況（決算カード） 

①2008（H20）年度決算カード 

 



56 

 

 

 



57 

 

②2009（H21）年度決算カード 
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③2010（H22）年度決算カード 
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④2011（H23）年度決算カード 
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（２）神崎町の歳入状況 
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（３）目的別歳出の状況 

 

 

 

（４）性質別歳出の状況 
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（５）財政収支指数の状況 

 

 

（６）財政収支の状況 
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（７）用語説明 

 

◆収支◆ 

 

１．形式収支 

 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳

入歳出差引額である。 

 

２．実質収支 

 当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差

額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越

すべき継続費逓次繰越（継続費の毎年度の執行残

額を継続最終年度まで逓次繰り越すこと）、繰越明

許費繰越（歳出予算の経費のうち、その性質上又

は予算成立後の事由等により年度内に支出を終わ

らない見込みのものを、予算の定めるところによ

り翌年度に繰り越すこと）等の財源を控除した額

を指す。通常、｢黒字団体｣、｢赤字団体｣という場

合は、実質収支の黒字、赤字により判断する。 

 

３．単年度収支 

 実質収支は前年度以前からの収支の累積である

ので、その影響を控除した単年度の収支のことで

ある。具体的には、当該年度における実質収支か

ら前年度の実質収支を差し引いた額である。 

 

４．実質単年度収支 

 単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整

基金への積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、

赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引い

た額である。 

 

◆財政分析指標等◆ 

 

１．実質収支比率 

 実質収支の標準財政規模（臨時財政対策債発行

可能額を含む。）に対する割合である。実質収支比

率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は

赤字を示す。 

 

２．経常収支比率 

 自治体の財政構造の弾力性を判断するための指

標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経

常的に支出される経費（経常的経費）に充当され

た一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心と

する毎年度経常的に収入される一般財源（経常一

般財源）、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債

の合計額に占める割合である。この指標は経常的

経費に経常一般財源収入がどの程度充当されてい

るかを見るものであり、比率が高いほど財政構造

の硬直化が進んでいることを表す。 

 

３．財政力指数 

 自治体の財政力を示す指数で、基準財政収入額

を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間

の平均値である。財政力指数が高いほど、普通交

付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源

に余裕があるといえる。ただし、特別区の財政力

指数については、特別区財政調整交付金の算定に

要した基準財政需要額と基準財政収入額によって

算出したものである。 

 

４．公債費負担比率 

 自治体における公債費による財政負担の度合い

を判断する指標の一つで、公債費に充当された一

般財源の一般財源総額に対する割合を示す。公債

費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費

の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいるこ

とを表す。 

 

５．実質赤字比率 
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 当該自治体の一般会計等を対象とした実質赤字

額の標準財政規模（自治体の標準的な状態で通常

収入されるであろう経常的一般財源の規模を示す

もの）に対する比率である。福祉、教育、まちづ

くり等を行う自治体の一般会計等の赤字の程度を

指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標と

もいえる。 

 

６．連結実質赤字比率 

 公営企業会計を含む当該自治体の全会計を対象

とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規

模に対する比率を指す。全ての会計の赤字と黒字

を合算して、自治体全体としての赤字の程度を指

標化し、自治体全体としての財政運営の悪化の度

合いを示す指標ともいえる。 

 

７．実質公債費比率 

 当該自治体の一般会計等が負担する元利償還金

及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額

（※）に対する比率である。借入金（地方債）の

返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

資金繰りの程度を示す指標ともいえる。「地方公共

団体財政健全化法」の実質公債費比率は、起債に

協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用

いられる地方財政法の実質公債費比率と同じであ

る。 

※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財

政需要額算入額を控除した額（将来負担比率にお

いて同じ）である。 

 

８．将来負担比率 

 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に

係るものも含め、当該自治体の一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本と

した額（※）に対する比率を示す。自治体の一般

会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可

能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、

将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標と

もいえる。 

 

９．資金不足比率 

 当該自治体の公営企業会計ごとの資金の不足額

の事業の規模に対する比率である。 公営企業の

資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入

の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度

合いを示す指標ともいえる。 

 

１０．地方公営事業会計 

 自治体の経営する公営企業、国民健康保険事業、

老人保健医療事業、後期高齢者医療事業、介護保

険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済

事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称

を指す。 

 

１１．公営企業（法適用企業・法非適用企業） 

 公営企業とは自治体が経営する企業であり、法

適用企業と法非適用企業に分類される。「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19 年法

律第 94 号。以下「地方公共団体財政健全化法」と

いう。）においては、地方公営企業法の全部又は一

部を適用している事業を法適用企業、地方財政法

第 6 条の規定により特別会計を設けて事業の経理

を行っている公営企業であって法適用企業以外の

ものを法非適用企業と定義している。 

 法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用

することが法律で定められている上水道、工業用

水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気（水力発電

等）、ガスの 7 事業、法律により財務規定等を適用

するように定められている病院事業（以上、当然

適用事業）、及び条例で地方公営企業法の全部又は

財務規定等を任意で適用する事業（任意適用事業）

がある。法非適用事業には、下水道事業、宅地造
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成事業、観光施設事業等（それぞれ地方公営企業

法を任意適用していないものに限る。）がある。 

 公営企業の経理は特別会計を設けて行うことと

されており、その特別会計を公営企業会計という。

法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式によ

り経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同

様、地方自治法に基づく財務処理が行われる。 

 

１２．一般会計等 

 「地方公共団体財政健全化法」における実質赤

字比率の対象となる会計で、自治体の会計のうち、

地方公営事業会計以外のものが該当する。これは、

地方財政の統計で用いられている普通会計とほぼ

同様の範囲であるが、地方財政の統計で行ってい

るいわゆる「想定企業会計」の分別（一般会計に

おいて経理している公営事業に係る収支を一般会

計と区分して特別会計において経理されたものと

する取扱い）は行わないこととしている。 

 

１３．標準財政規模 

 自治体の標準的な状態で通常収入されるであろ

う経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収

入額等に普通交付税を加算した額である。 

 

１４．財政調整基金 

 自治体における年度間の財源の不均衡を調整す

るための基金である。 

 

１５．減債基金 

 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み

立てる目的で設けられる基金である。 

 

１６．債務負担行為 

 数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度

以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のよう

に債務不履行等の一定の事実が発生したときの支

出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する

行為を指す。 

 地方自治法第 214 条及び第 215 条で予算の一部

を構成することと規定されている。 

 

１７．ラスパイレス指数 

 加重指数の一種で、重要度を基準時点（又は場）

に求めるラスパイレス式計算方法による指数であ

る。ここでは、地方公務員の給与水準を表すもの

として、一般に用いられている国家公務員行政職

（一）職員の俸給を基準とする地方公務員一般行

政職職員の給与の水準を表している。 

 

１８．人口 1,000 人（都道府県は 100,000 人）当

たり職員数 

 人口 1,000 人（都道府県は 100,000 人）当たり

の職員数である。 

 

１９．人口 1人当たり人件費・物件費等決算額 

 人口１人当たりの人件費、物件費及び維持補修

費の合計である。ただし、人件費には事業費支弁

人件費を含み、退職金は含まない。 

 

２０．人件費及び人件費に準ずる費用 

 性質別分類上の人件費だけでなく、物件費に含

まれる臨時職員の賃金や、補助費等に含まれる公

営企業（法適）等に対する繰出金のうち人件費相

当分など、人件費に準ずる費用も含めたベースで

算出したものである。 

 

２１．公債費及び公債費に準ずる費用 

 公債費分析については、実質公債費比率の考え

方に従い、性質別分類上の公債費に加え、公債費

に準ずる経費も含めたベースで算出したものであ

る。 
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◆歳入科目等◆ 

 

１．地方譲与税 

 国税として徴収し、そのまま自治体に対して譲

与する税。自治体の財源とされているものについ

て、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国

が代行している。 

 現在、地方揮発油税の収入額の全額を都道府県

及び市町村に対して譲与する地方揮発油譲与税、

石油ガス税の収入額の 2 分の 1 の額を都道府県及

び政令指定都市に対して譲与する石油ガス譲与税、

特別とん税の収入額の全額を開港所在市町村に対

して譲与する特別とん譲与税、自動車重量税の収

入額の 3 分の 1（当分の間、1,000 分の 407）の額

を市町村に対して譲与する自動車重量譲与税、航

空機燃料税の収入額の 13 分の 2（平成 23 年度か

ら平成 25 年度の間、9 分の 2）の額を空港関係市

町村及び空港関係都道府県に対して譲与する航空

機燃料譲与税、税制の抜本的な改革において偏在

性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間

の措置として、法人事業税の一部を地方法人特別

税（国税）として徴収し、その全額を都道府県に

譲与する地方法人特別譲与税がある。 

 

２．地方特例交付金 

 平成 18 年度及び平成 19 年度における児童手当

の制度拡充並びに平成 22年度における子ども手当

の創設に伴う地方負担の増加分等に対応するため

の児童手当及び子ども手当特例交付金、個人住民

税における住宅借入金等特別税額控除による減収

と自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金

の減収の一部を補てんする減収補てん特例交付金

から構成される国から自治体への交付金である。 

 

３．地方交付税 

 自治体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡

化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障す

るために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、

消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、

国が自治体に対して交付する税を指す。 

 地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事

情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付

税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える

自治体に対して、その差額（財源不足額）を基本

として交付される。 

 

４．一般財源 

 地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方

交付税の合計額である。なお、これらに加え、都

道府県においては、市町村から交付を受ける市町

村たばこ税都道府県交付金、市町村においては、

都道府県から交付を受ける利子割交付金、配当割

交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交

付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交

付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金

（政令指定都市のみ）を加算した額をいうが、こ

れらの交付金は、地方財政の純計額においては、

都道府県と市町村との間の重複額として控除され

る。 

 

５．一般財源等 

 一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途

が特定されず、どのような経費にも使用できる財

源を合わせたもの。目的が特定されていない寄附

金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収

入等のほか、臨時財政対策債等が含まれる。 

 

６．地方消費税 

 1997（平成 9）年 4 月に導入された道府県税で

あり、その賦課徴収は、当分の間、国が消費税と

併せて行い、各都道府県に払い込むこととされて

いる。また、各都道府県は、国から払い込まれた



70 

 

額を消費に相当する額に応じて、相互間で清算す

ることとされている。 

 特に断りのない限り、都道府県間における清算

を行った後の額を地方消費税として歳入に計上し、

地方消費税清算金は歳入･歳出いずれにも計上し

ていない。 

 

７．国庫支出金 

 国と自治体の経費負担区分に基づき、国が自治

体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策

の奨励又は財政援助のための補助金等である。 

 

８．都道府県支出金 

 都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が

自らの施策として単独で市町村に交付する支出金

と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部

として市町村に交付する支出金（間接補助金）と

がある。 

 

９．減収補てん債 

 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、

その減収を補うために発行される地方債。地方財

政法第 5 条に規定する建設地方債として発行され

るものと、建設地方債を発行してもなお適正な財

政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生

ずると認められる場合に、地方財政法第 5 条の特

例として発行される特例分がある。 

 

１０．臨時財政対策債 

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経

費以外の経費にも充てられる「地方財政法」第 5

条の特例として発行される地方債である。 

 2001（平成 13）～2013（25 年）度の間におい

て、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等

を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般

会計から交付税特別会計への繰入による加算（臨

時財政対策加算）、地方負担分は臨時財政対策債に

より補てんすることとされている。 

 

◆歳出科目等◆ 

 

１．義務的経費 

 自治体の歳出のうち、任意に削減できない極め

て硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生

活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の

公債費からなっている。 

 

２．投資的経費 

 道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設

等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建

設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費か

ら構成されている。 

 

３．補助事業 

 自治体が国から負担金又は補助金を受けて実施

する事業である。 

 

４．単独事業 

 自治体が国からの補助等を受けずに、独自の経

費で任意に実施する事業である。 

 

５．国直轄事業 

 国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及

びこれらの施設の災害復旧事業を自ら行う事業。

事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。

国直轄事業負担金は、法令の規定により、自治体

が国直轄事業の経費の一部を負担するものである。 

 

６．物件費 

 性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、

扶助費、補助費等以外の自治体が支出する消費的

性質の経費の総称。具体的には、職員旅費や備品



71 

 

購入費、委託料等が含まれる。 

 

７．扶助費 

 性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環と

して自治体が各種法令に基づいて実施する給付や、

自治体が単独で行っている各種扶助に係る経費。

なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供

に要する経費も含まれる。 

 

８．補助費等 

 性質別歳出の一分類で、他の自治体や国、法人

等に対する支出のほか、地方公営企業法第 17 条の

2 の規定に基づく繰出金も含まれる。 

 

９．繰出金 

 性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会

計との間又は特別会計相互間において支出される

経費。また、基金に対する支出のうち、定額の資

金を運用するためのものも繰出金に含まれる。な

お、法非適用の公営企業に対する繰出も含まれる。 

 

１０．公債費 

 自治体が発行した地方債の元利償還等に要する

経費。なお、性質別歳出における公債費が地方債

の元利償還金及び一時借入金利子に限定されるの

に対し、目的別歳出における公債費については、

元利償還等に要する経費のほか、地方債の発行手

数料や割引料等の事務経費も含まれる。 

 

１１．民生費 

 目的別歳出の一分類。自治体は、社会福祉の充

実を図るため、児童、高齢者、障害者等のための

福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施策

を行っており、これらの諸施策の推進に要する経

費である。 

 

１２．衛生費 

 目的別歳出の一分類。自治体は、住民の健康を

保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、

公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとと

もに、し尿･ごみなど一般廃棄物の収集･処理等、

住民の日常生活に密着した諸施策を行っており、

これらの諸施策の推進に要する経費である。 

  

◆財政比較分析表の見方について◆ 

 

 財政比較分析表は、各自治体の財政力指数、経

常収支比率、将来負担比率、実質公債費比率、ラ

スパイレス指数、人口 1,000 人［都道府県は

100,000 人］当たり職員数及び人口１人当たり人件

費・物件費等決算額について、類似団体との比較

結果を分かりやすくグラフ等を用いて図示すると

ともに、その結果について、各団体における要因

及び指標の改善に向けた取組み等を分析したもの

である。 

 

個別指標図 

 指標ごとにその団体の数値と類似団体の平均値

及び最大値・最小値を棒グラフの形で示しており、

平均値からの乖離の程度が一目でわかるようにな

っている。 

 併せて、類似団体の平均値とは別に、全国市町

村（又は都道府県）の平均値、市町村財政比較分

析表においては当該団体の所属する都道府県内市

町村の平均値も記載されており、それらとの乖離

の程度も把握できるようになっている。 

 なお、各年度の類似団体の数値は、各団体が当

該年度に属する類似団体の平均値を掲載している。 

 

分析欄 

 指標ごとに「なぜそのような数値になったのか」、

「当該数値の背景にはどのような原因又は努力が
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あるか」等を明らかにするとともに、「今後、数値

の改善に向けてどのような取組みを行っていくか」

ということについて、具体的な数値目標等を織り

交ぜながら各団体において記述したものである。 

 

◆経常経費分析表の見方について◆ 

 

 経常経費分析表は、経常収支比率分析、経費分

析（人件費及び人件費に準ずる費用、公債費及び

公債費に準ずる費用、普通建設事業費の分析）の 2

本立てとし、類似団体との比較結果を分かりやす

くグラフ等を用いて図示するとともに、その結果

について、各団体における要因及び指標の改善に

向けた取組み等を公表するものである。 

 

個別指標図 

 指標ごとに各団体の当該年度数値と類似団体の

平均値及び最大値・最小値を図示し、平均値から

の乖離の程度が一目でわかるようになっている。 

 併せて、経常収支比率については指標ごとに数

値の時系列データをグラフ化するとともに、類似

団体の平均値とは別に、全国市町村（又は都道府

県）の平均値、市町村経常経費分析表においては

当該団体の所属する都道府県内市町村の平均値も

記載されており、それらとの乖離の程度も把握で

きるようになっている。なお、各年度の類似団体

の数値は、各団体が当該年度に属する類似団体の

平均値を掲載している。 

 

分析欄 

 指標ごとに「なぜそのような数値になったのか」、

「当該数値の背景にはどのような原因又は努力が

あるか」等を明らかにするとともに、「今後、数値

の改善に向けてどのような取組みを行っていくか」

ということについて、具体的な数値目標等を踏ま

えながら各団体において記述したものである。 

 

（注）この用語集は、総務省及び千葉県の地方財

政の用語に基づき作成したものである。 
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（８）研究会の開催経過とメンバー 

 

【開催経過】 

 

第 1 回  2012（平成 24）年 5 月 26 日、神崎町役場 

   ・問題提起、神崎町フィールドワーク 

 

第 2 回  2012（平成 24）年 7 月 18 日、県本部会議室 

 ・神崎町の概況について（財政問題を中心に） 

 

第 3 回  2012（平成 24）年 9 月 5 日、県本部小会議室 

 ・決算カードの読み方と神崎町決算カード検討の視点 

 

第 4 回  2012（平成 24）年 12 月 1 日、神崎町会議室 

 ・神崎町における目的別歳出の特徴と課題（1）、中間とりまとめ 

 

第 5 回  2013（平成 25）年 2 月 20 日、県本部会議室 

 ・神崎町における目的別歳出の特徴と課題（2） 

 

第 6 回  2013（平成 25）年 5 月 22 日、県本部会議室 

 ・神崎町における目的別歳出の特徴と課題（3） 

 

第 7 回  2013（平成 25）年 7 月 23 日、県本部会議室 

   ・神崎町における目的別歳出の特徴と課題（4） 

・神崎町の類似団体との比較に見る財政構造と財政健全化指標 

 

第 8 回  2013（平成 25）年 9 月 18 日、県本部会議室 

 ・報告書（案）の構成と執筆状況について 

 

報告集会 2013（平成 25）年 12 月 2 日、神崎町役場会議室 

 ・報告書の概要について 
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【研究会の構成】 

 

役  職 氏  名 備    考 

会    長 
井下田 猛 千葉県地方自治研究センター前理事長（～2013年 4月） 

佐藤 晴邦 千葉県地方自治研究センター副理事長（2013年５月～） 

副   会  長  大和久 正 自治労千葉県本部書記次長・千葉県地方自治研究センター理事 

副   会   長 本宮  賢 神崎町職員組合 

事 務 局 長 宮原 一夫 千葉県地方自治研究センター事務局長 

事務局次長  大野 和義 神崎町職員組合 

幹    事 堀越  浩 神崎町職員組合 

幹    事 藤沢 ゑみ 神崎町職員組合 

幹    事 池上 至人 神崎町職員組合 

幹    事 大畑  忍 神崎町職員組合 

幹    事 石井 規夫 神崎町職員組合 

幹    事 常世田昌宏 自治労千葉県本部政策部 

幹    事 土屋 裕利 自治労千葉県本部政策部 

幹    事 井原 慶一 千葉県地方自治研究センター研究員 

アドバイサー 菅原 敏夫 地方自治総合研究所研究員 

アドバイサー 宮﨑 伸光 千葉県地方自治研究センター理事長 

アドバイサー 高橋 秀雄 千葉県地方自治研究センター副理事長 

アドバイサー 申  龍徹 千葉県地方自治研究センター主任研究員 

２．上記以外 

所   属 氏   名 備    考 

千葉市職労  羽場内泰成 県本部政策部 

柏現業労組  長瀬 照夫 県本部政策部 

市 川 市 職 関  豊美 県本部政策部 

銚子市職労  鈴木 孝志 県本部政策部 

銚子市職労  平野  寛 県本部政策部 

柏 市 職  谷  和俊 県本部政策部 

香 取 市 職 石橋 敏幸 県本部政策部 

市町村共済労組 鎌形 智和 県本部政策部 

神 崎 町 職 廣瀬  裕 関東甲地連町村評議会事務局長 
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